
〈表３〉国保税の賦課限度額〈表２〉国保税の軽減基準 　世帯主と加入者の総所得金額等の合計額が、下表
の基準以下の場合、均等割額と平等割額から、該当
する軽減割合が減額されます。

基礎控除額（33万円）＋24.5万円×（世帯
主を除く被保険者数＋特定同一世帯所属
者数）以下

基礎控除額（33万円）＋35万円×（被保険
者数＋特定同一世帯所属者数）以下

基礎控除額（33万円）＋24.5万円×（被保
険者数＋特定同一世帯所属者数）以下

基礎控除額（33万円）＋45万円×（被保険
者数＋特定同一世帯所属者数）以下

基礎課税額
後期高齢者支援金
等課税額
介護納付金課税額

改正前

51万円

14万円

12万円

77万円

改正後

51万円

16万円

14万円

81万円

区　分

合　計

軽減割合 改正前 改正後
基礎控除額（33万円）以下 基礎控除額（33万円）以下７割軽減

５割軽減

２割軽減

○規則正しい生活で健康づくりを

○年に１回は特定健診を受け、病気の早期発見、早期治療を

○ジェネリック医薬品の積極的な活用を

○安易な重複受診やコンビニ
　受診を控える

医療費を大切に使うポイント

　重複受診は医療費が余計に掛かる
だけでなく、薬の飲み合わせによる
副作用の恐れがあります。また、コ
ンビニ受診は割増料金が掛かるため、
緊急性のない場合は、日中に医療機
関を受診しましょう。

▶とき　９月13日㈯　12時～16時
▶ところ　総合保健福祉センター
▶内容　①食育講演会「幸せを生み出すス
　マートキッチン」（14時～15時30分）　
　②「笑顔がごちそう」フォトコンテスト
　表彰式（13時～）　③給食レシピの試食
　（数量限定）（12時～14時）　④食のフ
　レンドパーク（お口と栄養のコーナー、
　学校給食交流コーナー、農林水産物コー
　ナー、野菜ぴった
　り350ｇチャレンジ
　コーナー、食に関す
　る展示コーナーな
　ど）

　かかりつけの医療機関や薬局に相
談し、積極的に活用しましょう。

　バランスの良い食事を取り、適度な運動を取り入れましょう。

　国保の特定健診は、無料で受けられます。また、平日忙しい方のた
めに「休日健診」「ナイト健診」を実施しています（詳しくは、保健
のしおりをご覧ください）。

いわき わくわく 食育フェスタ
～食育は楽しみながら～

　国民健康保険と後期高齢者医療制度では、
医療機関窓口で限度額適用認定証を提示す
ると、医療機関窓口負担が限度額までに軽
減されます。該当する方には認定証を交付
しますので、手続きをしてください。
▶対象　①70歳未満の国民健康保険被保険
　者　②70歳～74歳の国民健康保険または
　後期高齢者医療の被保険者のうち、市県
　民税非課税世帯に属する方
▶申込方法　被保険者証、認定証（交付済
　みの方のみ）、市県民税非課税世帯で過
　去１年間に認定されてからの入院日数が
　90日を超える方は、領収書などの証明書
　を持参し、同課、各支所・市民サービス
　センターへ

医療機関での窓口負担上限額を軽減開催
国保年金課　調査給付係　☎22-7456

高齢者医療係　☎22-7466保健所地域保健課健康増進係　☎27-8594
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〈表１〉平成26年度国保税の税率
①医療分・後期高齢者支援金分課税額（０歳～74歳の
　方）の合計額

区　分
所得割額
資産割額
均等割額
平等割額

改正前
11.6％
12.0％
29,300円
29,600円

改正後
11.6%
廃止

29,300円
29,600円

※平等割額は、特定世帯および特定継続世帯以外の税率。

区　分
所得割額
資産割額
均等割額
平等割額

改正前
2.5％
2.0％
6,400円
6,300円

改正後
2.5%
廃止
6,400円
6,300円

②介護納付金課税額（40歳～64歳の方）【①に加算】
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